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「児童福祉施設（児童家庭局所管施設）における施設 

機能強化推進費について」の一部改正について 

 

 

 

 

 標記については、昭和６２年５月２０日児発第４５０号厚生省児童家庭局長通知「児

童福祉施設（児童家庭局所管施設）における施設機能強化推進費について」により行

われているところであるが、今般、その一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成

２４年４月分の支弁から適用することとしたので通知する。 

 

都 道 府 県 知 事  

指 定 都 市 市 長  

中 核 市 市 長  

児童相談所設置市市長  



別紙 「児童福祉施設（児童家庭局所管施設）における施設機能強化推進費の実施について」の一部改正新旧対照表                 

改正後 現行 
児 発 第 ４ ５ ０ 号 

昭和６２年５月２０日 

 

[一部改正]昭和63年４月７日 児発第321号 

平成元年５月29日 児発第390号の３   

平成２年６月７日 児発第475号の５    

平成４年４月10日 児発第382号の７    

平成５年４月９日 児発第331号の７    

平成６年６月29日 児発第639号の４    

平成７年４月３日 児発第371号の７    

平成８年６月24日 児発第618号の７    

平成９年５月28日 児発第375号      

平成10年６月12日 児発第457号      

平成11年４月１日 児発第321号      

平成11年４月30日 児発第418号      

平成12年５月19日 児発第520号の２    

平成13年８月２日 雇児発第507号の２   

平成14年11月11日 雇児発第1111005号   

平成15年５月23日 雇児発第0523004号の２ 

平成16年７月16日 雇児発第0716004号   

平成17年６月１日 雇児発第0601005号   

平成17年10月28日 雇児発第1028005号の２ 

平成18年６月27日 雇児発第0627009号   

平成19年７月25日 雇児発第0725001号の６ 

平成20年６月12日 雇児発第0612014号の５ 

平成21年６月29日 雇児発第0629001号の５ 

平成22年５月18日 雇児発0518第５号    

平成23年６月17日 雇児発0617第17号  

平成24年４月５日 雇児発0405第05号  

 

 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長  

 

厚生省児童家庭局長 

 

児童福祉施設（児童家庭局所管施設）における施設機能強化推進費について 

 

 略 

児 発 第 ４ ５ ０ 号 

昭和６２年５月２０日 

 

[一部改正] 昭和63年４月７日 児発第321号 

平成元年５月29日 児発第390号の３  

平成２年６月７日 児発第475号の５  

平成４年４月10日 児発第382号の７  

平成５年４月９日 児発第331号の７  

平成６年６月29日 児発第639号の４  

平成７年４月３日 児発第371号の７  

平成８年６月24日 児発第618号の７   

平成９年５月28日 児発第375号  

平成10年６月12日 児発第457号      

平成11年４月１日 児発第321号  

平成11年４月30日 児発第418号      

平成12年５月19日 児発第520号の２    

平成13年８月２日 雇児発第507号の２  

平成14年11月11日 雇児発第1111005号   

平成15年５月23日 雇児発第0523004号の２ 

平成16年７月16日 雇児発第0716004号   

平成17年６月１日 雇児発第0601005号 

平成17年10月28日 雇児発第1028005号の２ 

平成18年６月27日 雇児発第0627009号   

平成19年７月25日 雇児発第0725001号の６ 

平成20年６月12日 雇児発第0612014号の５ 

平成21年６月29日 雇児発第0629001号の５ 

平成22年５月18日 雇児発0518第５号    

平成23年６月17日 雇児発0617第17号   

 

 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長  

 

厚生省児童家庭局長 

 

 

児童福祉施設（児童家庭局所管施設）における施設機能強化推進費について 

 

 略 



改正後 現行 
別紙 

 

施設機能強化推進費実施要綱 

 

第１ 目的 

  児童福祉施設において、(1)施設がもつ専門的な知識や技術等を活かし、地域の人々を対象と

した相談、指導等を実施するとともに、施設と地域等との交流を促進することにより、入所児

（者）の生きがいの高揚や家庭復帰、社会復帰にむけての自立意欲の助長を図るため、(2)施設

における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、迅速な

避難・誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策を図るため、(3)児童養護施設の入所児

童に一定期間小集団での訓練を行うことにより、施設退所後の児童の社会的自立の促進を図る

ため、施設機能の充実強化を推進する。 

 

第２ 一般事業 

 １・２ 略 

 ３ 加算の方法等 

   事業を実施しようとする施設から、毎年度当初に別紙様式１を参考とした申請書を都道府

県知事（指定都市、中核市及び児童相談所設置市の市長を含む。以下同じ。）に提出させ、

当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について必要な審査を

行い、必要と認めた場合は次の方法により加算すること。 

   なお、個々の事業の加算の認定に当たっては、相応の規模及び頻度で計画的、積極的に実

施することにより、入所児（者）処遇等施設運営の充実強化に効果が期待できるものについ

て対象とすること。 

   また、当該施設において児童福祉法（昭和22年法律第164号）第45条第１項の規定により都

道府県が条例で定める最低基準（以下「最低基準」という。）が遵守されており、かつ、法

人及び施設運営が適正に行われている場合に限ること。 

   おって、第２の１の(1)の②のイの事業の加算の認定に当たっては、当分の間、別に定める

ところによること。 

  (1) ～(3) 略 

 ４・５略  

 

第３ 特別事業 

 １ 児童養護施設分園型自活訓練事業（以下「分園型事業」という。） 

  (1) 事業の内容等 

   ア 略 

   イ 対象施設等 

     分園型事業を実施しようとする者は、都道府県知事が定める期間内に都道府県知事へ

事業実施の申請を行い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。 

     都道府県、指定都市及び児童相談所設置市民生主管部（局）長は、当該年度の４月末

日までに別紙様式２により、この申請及び指定の結果を当局家庭福祉課長まで報告する

こと。 

(ｱ)～(ｳ) 略 

別紙 

 

施設機能強化推進費実施要綱 

 

第１ 目的 

  児童福祉施設において、(1)施設がもつ専門的な知識や技術等を活かし、地域の人々を対象と

した相談、指導等を実施するとともに、施設と地域等との交流を促進することにより、入所児

（者）の生きがいの高揚や家庭復帰、社会復帰にむけての自立意欲の助長を図るため、(2)施設

における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、迅速な

避難・誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策を図るため、(3)養護施設の入所児童に

一定期間小集団での訓練を行うことにより、施設退所後の児童の社会的自立の促進を図るため

、施設機能の充実強化を推進する。 

 

第２ 一般事業 

 １・２ 略 

 ３ 加算の方法等 

   事業を実施しようとする施設から、毎年度当初に別紙様式１を参考とした申請書を都道府

県知事（指定都市、中核市及び児童相談所設置市の市長を含む。以下同じ。）に提出させ、

当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について必要な審査を

行い、必要と認めた場合は次の方法により加算すること。 

   なお、個々の事業の加算の認定に当たっては、相応の規模及び頻度で計画的、積極的に実

施することにより、入所児（者）処遇等施設運営の充実強化に効果が期待できるものについ

て対象とすること。 

   また、当該施設において「児童福祉施設最低基準」（昭和23年12月29日厚生省令第63号。

以下「最低基準」という。）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われて

いる場合に限ること。 

   おって、第２の１の(1)の②のイの事業の加算の認定に当たっては、当分の間、別に定める

ところによること。 

  (1) ～(3) 略 

 ４・５略  

 

第３ 特別事業 

 １ 児童養護施設分園型自活訓練事業（以下「分園型事業」という。） 

  (1) 事業の内容等 

   ア 略 

イ 対象施設等 

     分園型事業を実施しようとする者は、都道府県知事が定める期間内に都道府県知事へ

事業実施の申請を行い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。 

     都道府県及び指定都市民生主管部（局）長は、当該年度の４月末日までに別紙様式２

により、この申請及び指定の結果を当局家庭福祉課長まで報告すること。 

 

    (ｱ)～(ｳ) 略 



改正後 現行 
    (ｴ) 分園型小規模グループケア及び地域小規模児童養護施設に移行できない場合のみを

対象とすること。 

    (ｵ) 略 

   ウ～オ 略 

  (2) 加算の方法等 

指定施設から、毎年度当初に別紙様式１を参考とした申請書を都道府県知事に提出させ

、当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について審査を行

い、必要と認めた場合は次により加算すること。 

   ア 事業費の限度額 

     本事業の実施に要する経費は、１施設当たり年額4,695,000円を限度とする。この場合

、年度内における各月初日入所児童の平均が４人を下回る場合は、支弁の対象としない

こと。 

   イ 略 

 ２ 家族療法事業 

  (1)事業の内容等 

   ア～イ 略 

   ウ 対象施設等 

     この事業を実施しようとする者は、都道府県知事が定める期間内に都道府県知事へ事

業実施の申請を行い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。 

     都道府県、指定都市及び児童相談所設置市民生主管部（局）長は、当該年度の４月末

日までに別紙様式４により、この申請及び指定の結果を当局家庭福祉課長まで報告する

こと。 

    (ｱ) 略 

    (ｲ) 略  

  (2) 加算の方法等 

指定施設から、毎年度当初に別紙様式１を参照とした申請書を都道府県知事に提出させ

、当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について審査を行

い、必要と認めた場合は次により加算すること。 

   ア 事業費の限度額 

     本事業の実施に要する経費は、実施延家族数に応じて１施設当たり次の額を限度とす

る。ただし年度内における実施延家族数が、年間75家族数を下回る場合はこの経費の支

弁の対象としないこと。 

    (ｱ) 実施延家族数が年間125家族以上 年額 2,000,000円 

    (ｲ) 実施延家族数が年間125家族未満 年額 1,000,000円 

   イ 略 

 ３～４ 略 

    (ｴ) 同一施設において、本事業と地域小規模児童養護施設を同時に指定することは認め

られないこと。 

    (ｵ) 略 

   ウ～オ 略 

  (2) 加算の方法等 

指定施設から、毎年度当初に別紙様式１を参考とした申請書を都道府県知事に提出させ

、当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について審査を行

い、必要と認めた場合は次により加算すること。 

   ア 事業費の限度額 

     本事業の実施に要する経費は、１施設当たり年額4,665,000円を限度とする。この場合

、年度内における各月初日入所児童の平均が４人を下回る場合は、支弁の対象としない

こと。 

   イ 略 

 ２ 家族療法事業 

  (1)事業の内容等 

   ア～イ 略 

   ウ 対象施設等 

     この事業を実施しようとする者は、都道府県知事が定める期間内に都道府県知事へ事

業実施の申請を行い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。 

     都道府県及び指定都市民生主管部（局）長は、当該年度の４月末日までに別紙様式４

により、この申請及び指定の結果を当局家庭福祉課長まで報告すること。 

    (ｱ) 略 

    (ｲ) 略  

  (2) 加算の方法等 

指定施設から、毎年度当初に別紙様式１を参照とした申請書を都道府県知事に提出させ

、当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について審査を行

い、必要と認めた場合は次により加算すること。 

   ア 事業費の限度額 

     本事業の実施に要する経費は、実施延家族数に応じて１施設当たり次の額を限度とす

る。ただし年度内における実施延家族数が、年間75家族数を下回る場合はこの経費の支

弁の対象としないこと。 

    (ｱ) 実施延家族数が年間125家族以上 年額 1,998,000円 

    (ｲ) 実施延家族数が年間125家族未満 年額  999,000円 

   イ 略 

３～４ 略 



改正後 現行 
第４ 報告等 

 １ 本事業の経理は、平成23年７月27日雇児発0727第１号・社援発0727第１号・老発0727第１

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉法人

会計基準の制定について」により行う（ただし、平成27年３月31日までの間は、引き続き「

平成12年２月17日社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健

福祉局長、児童家庭局長通知「社会福祉法人会計基準の制定について」等により行うことが

できる。）ものであるが、一般事業及び特別事業ごとの収支の内訳について、補助簿などを

設けるなど明確に区分し、その実態を明らかにしておくこと。 

 ２～４ 略 

 

別表 略 

別紙様式１～５ 略 

第４ 報告等 

 １ 本事業の経理は、昭和51年１月31日社施第25号厚生省社会局長・児童家庭局長通知「社会

福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」により行う（ただし、社

会福祉法人会計基準を適用する場合には、当該基準により本事業の経理を行う。）ものであ

るが、一般事業及び特別事業ごとの収支の内訳について、補助簿などを設けるなど明確に区

分し、その実態を明らかにしておくこと。 

 

 

 ２～４ 略 

 

別表 略 

別紙様式１～５ 略 



 

 

改正後 現行 
別添 

 １ 延長保育促進事業実施保育所及び延長保育自主事業実施保育所 

   （平成20年６月９日雇児発第0609001号本職通知「保育対策等促進事業の実施について」に

定める要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満たして自主事業として実施しているも

の。） 

 ２ 一時預かり事業実施保育所（平成23年９月30日雇児発0930第１号本職通知「平成23年度子

育て支援策交付金の交付対象事業等について」に定める要件に適合するもの（対象児童は、

事業開始月（年度当初から事業を開始する場合は、４月又は５月）における平均対象児童が

１人以上いること） 

   ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号本職通知「『保育対策等促進事業

の実施について』の一部改正について」以前に定める一時保育促進事業の要件を満たしてい

ると認められ、実施しているものも含むこととされること。 

 ３ 病児・病後児保育事業実施保育所及び病児・病後児保育自主事業実施保育所（平成20年６

月９日雇児発第0609001号本職通知「保育対策等促進事業の実施について」に定める要件に適

合するもの及びこれと同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

 ４ 乳児が３人以上入所している保育所 

  （４月及び５月の初日において乳児が３人以上入所していること。） 

 

別添 

 １ 延長保育実施保育所及び延長保育自主事業実施保育所 

   （平成20年６月９日雇児発第0609001号本職通知「保育対策等促進事業の実施について」に

定める要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満たして自主事業として実施しているも

の。） 

 ２ 一時預かり事業実施保育所（平成20年11月28日雇児発1128003号本職通知「次世代育成支援

対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」に定める要件に適合するもの（対象児童

は、事業開始月（年度当初から事業を開始する場合は、４月又は５月）における平均対象児

童が１人以上いること） 

   ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号本職通知「『保育対策等促進事業

の実施について』の一部改正について」以前に定める一時保育促進事業の要件を満たしてい

ると認められ、実施しているものも含むこととされること。 

 ３ 病児・病後児保育事業実施保育所及び病児・病後児保育自主事業実施保育所（平成20年６

月９日雇児発第0609001号本職通知「保育対策等促進事業の実施について」に定める要件に適

合するもの及びこれと同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

 ４ 乳児が３人以上入所している保育所 

  （４月及び５月の初日において乳児が３人以上入所していること。） 

 


